
H26.9.5提出分

議案№ 議　　　　案　　　　名 説明者

議案 条例 81

雲南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の制定について
・子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定によ
り、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の施設が、市から
施設型給付費や地域型保育給付費を受け取ることができるために、
内閣府が定めた基準を基に条例の制定が必要になることから、議会
の議決を求めるものです。

副市長

82

雲南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の制定について
・児童福祉法第34条の16第1項の規定により、家庭的保育事業等を
行うにあたり、設備や運営に関する基準を厚生労働省令で定めた基
準を基に条例の制定が必要になることから、議会の議決を求めるも
のです。

副市長

83

雲南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の制定について
・児童福祉法第34条の8の2第1項の規定により、放課後児童健全育
成事業を行うにあたり、設備や運営に関する基準を厚生労働省令で
定めた基準を基に条例の制定が必要になることから、議会の議決を
求めるものです。

副市長

84
雲南市営住宅条例の一部を改正する条例について
・引用法律の題名改正に伴い、条例の改正が必要になることから、
議会の議決を求めるものです。

副市長

85

雲南市市民センターまちづくり役場設置及び管理条例を廃止
する条例について
・雲南市市民センターまちづくり役場（旧大東中学校）の取り壊し
に伴い、条例を廃止するもので、議会の議決を求めるものです。

副市長

一　般
事　件

86

第２次雲南市総合計画基本構想について
・雲南市総合計画策定条例第3条の規定に基づき、平成27年度から
36年度までを計画期間とする第2次雲南市総合計画の基本構想につ
いて、議会の議決を求めるものです。

副市長

87
うんなん健康都市宣言について
・「うんなん健康都市宣言」に関し、市民を挙げて健康づくりに取
り組むため、議会の議決を求めるものです。

副市長

予算 88 平成２６年度雲南市一般会計補正予算（第２号）
・補正額　520,400千円　補正後の額　31,266,400千円

歳入は総務部長
歳出は各部長

89

平成２６年度雲南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
２号）
【事業勘定】補正額 △76,201千円　補正後の額　4,693,831千円
【直診勘定】補正額 　 2,736千円　補正後の額　  135,175千円

市民環境部長
健康福祉部長

90
平成２６年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第１号）
・補正額　17,711千円　補正後の額  1,080,711千円

市民環境部長

91
平成２６年度雲南市生活排水処理事業特別会計補正予算（第
２号）
・補正額　15,225千円　補正後の額　2,540,044千円

上下水道部長

92
平成２６年度雲南市ダム対策事業特別会計補正予算（第２
号）
・補正額　 4,138千円　補正後の額　  122,834千円

政策企画部長

区　　　分

平成２６年雲南市議会９月定例会　議案概要及び説明者
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93 平成２６年度雲南市清嵐荘事業特別会計補正予算（第１号）
・補正額　   850千円　補正後の額　 　48,450千円

吉田総合
センター所長

94

平成２６年度雲南市病院事業会計補正予算（第１号）
【収益的収支】
　･事業収益
　 補正額 △2,670千円　補正後の額　4,092,774千円
　･事業費用
　 補正額 　5,196千円　補正後の額　4,395,121千円

市立病院
事務部長

同意 2

雲南市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
て
・任期満了に伴う雲南市教育委員の任命について、地方教育行政の
組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意
を求めるものです。

副市長

認定 1

平成２５年度雲南市一般会計歳入歳出決算認定について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市一般会
計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するも
のです。

会計管理者

2

平成２５年度雲南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
認定について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市国民健
康保険事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会
の認定に付するものです。

会計管理者

3

平成２５年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決
算認定について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市後期高
齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議
会の認定に付するものです。

会計管理者

4

平成２５年度雲南市農業労働災害共済事業特別会計歳入歳出
決算認定について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市農業労
働災害共済事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて
議会の認定に付するものです。

会計管理者

5

平成２５年度雲南市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定
について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市簡易水
道事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会の認
定に付するものです。

会計管理者

6

平成２５年度雲南市生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算
認定について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市生活排
水処理事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会
の認定に付するものです。

会計管理者

7

平成２５年度雲南市財産区特別会計歳入歳出決算認定につい
て
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市財産区
特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に付
するものです。

会計管理者
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8

平成２５年度雲南市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
認定について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市土地区
画整理事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会
の認定に付するものです。

会計管理者
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9

平成２５年度雲南市ダム対策事業特別会計歳入歳出決算認定
について
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市ダム対
策事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会の認
定に付するものです。

会計管理者

10

平成２５年度雲南市清嵐荘事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
・地方自治法第233条第3項の規定により、平成25年度雲南市清嵐荘
事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定
に付するものです。

会計管理者

11

平成２５年度雲南市水道事業会計決算認定について
・地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成25年度雲南市水
道事業会計決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するも
のです。

水道局長

12

平成２５年度雲南市工業用水道事業会計決算認定について
・地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成25年度雲南市工
業用水道事業会計決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に付
するものです。

水道局長

13

平成２５年度雲南市病院事業会計決算認定について
・地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成25年度雲南市病
院事業会計決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するも
のです。

市立病院
事務部長

諮問 2
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
・人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長が市議会の意見を
聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものです。

総務部長

3
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
・人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長が市議会の意見を
聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものです。

総務部長

報告 16
株式会社キラキラ雲南の経営状況の報告について
・地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を議会に報
告するものです。

教育部長

17
木次都市開発株式会社の経営状況の報告について
・地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を議会に報
告するものです。

産業振興部長

18

公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団の経営状況の報告に
ついて
・地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を議会に報
告するものです。

教育部長

19
雲南市土地開発公社の経営状況の報告について
・地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を議会に報
告するものです。

政策企画部長

20
市有林の信託に係る事務処理状況の報告について
・地方自治法第243条の3第3項の規定により、雲南市有林の信託に
係る事務処理状況を議会に報告するものです。

産業振興部長

21
平成２５年度健全化判断比率の報告について
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定によ
り、健全化判断比率を議会に報告するものです。

総務部長

22
平成２５年度資金不足比率の報告について
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に
より、公営企業の資金不足比率を議会に報告するものです。

総務部長
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